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前
期
の
保
健
福
祉
委
員
会
で
は
、
医
師
不
足
に
関
わ
る
地
域
医
療

の
確
保
を
重
点
に
、
国
が
各
自
治
体
に
求
め
て
い
る
「
公
立
病
院
改

革
プ
ラ
ン
」
、
さ
ら
に
は
、「
自
治
体
病
院
等
広
域
化
・
連
携
構
想
」

計
画
な
ど
の
課
題
の
他
、
議
員
提
案
に
よ
る
「
障
害
児
・
者
の
権
利

擁
護
と
暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
条
例
」
や
「
歯
・
口
腔
の
健
康

８
０
２
０
推
進
条
例
」
等
に
積
極
的
に
関
わ
り
充
実
し
た
活
動
を
行

う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

ま
た
、
道
州
制
・
地
方
分
権
改
革
等
調
査
特
別
委
員
会
で
は
、
副

委
員
長
の
任
に
就
き
、
道
州
制
特
区
に
よ
る
国
か
ら
道
へ
の
権
限
委

譲
に
関
わ
っ
て
、
当
時
の
増
田
総
務
大
臣
へ
二
度
に
渡
る
要
請
を
行

っ
た
こ
と
。
支
庁
制
度
改
革
問
題
で
は
、
知
事
が
地
方
四
団
体
や
住

民
の
声
に
耳
を
傾
け
ず
、
当
該
支
庁
や
庁
内
関
係
部
局
と
の
調
整
を

十
分
行
わ
な
い
ま
ま
強
行
に
条
例
を
通
し
、
様
々
な
軋
轢
が
生
じ
、

条
例
は
制
定
し
た
け
れ
ど
施
行
出
来
な
い
と
い
う
状
況
が
約
一
年
続

く
と
い
う
前
代
未
聞
の
結
末
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
十
四
支

庁
は
そ
の
ま
ま
残
し
、
総
合
振
興
局
と
振
興
局
の
体
裁
だ
け
を
繕
っ

て
、
支
庁
制
度
改
革
が
出
発
し
ま
し
た
が
、
今
後
に
多
く
の
課
題
を

残
す
不
十
分
な
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
後
期
は
農
政
委
員
会
の
副
委
員
長
に
就
く
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　

農
業
の
担
い
手
不
足
か
ら
生
じ
る
耕
作
放
棄
地
の
増
大
、
企
業
の

参
入
を
可
能
と
す
る
農
地
法
の
改
正
、
食
料
自
給
率
向
上
や
Ｗ
Ｔ
Ｏ

・
Ｅ
Ｐ
Ａ
交
渉
な
ど
に
関
わ
る
道
内
重
要
品
目
の
関
税
撤
廃
問
題
の

他
、
新
た
な
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」
の
策
定
な
ど
、
北

海
道
の
基
幹
産
業
で
あ
る
一
次
産
業
、
と
り
わ
け
農
政
に
関
わ
る
大

事
な
委
員
会
だ
け
に
そ
の
任
の
重
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
食
と
観
光
対
策
特
別
委
員
会
に
も
所
属
す
る
こ
と
と
な
り
、

筆
頭
理
事
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

　

一
部
の
企
業
の
営
利
追
求
の
た
め
、
食
の
安
全
・
安
心
が
崩
れ
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
安
心
し
て
口
に
で
き
る
食
の
信
用
回
復
、
そ
し

て
入
り
込
み
数
が
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
観
光
の
振
興
な
ど
、
国
際

観
光
都
市
函
館
市
の
た
め
に
も
決
意
を
新
た
に
新
委
員
会
で
の
活
動

に
邁
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

北
海
道
議
会
議
員　

高　

橋　
　
　

亨
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任
期
４
年
の
折
り
返
し
と
な
る
今
年
の
第
２
回
定
例
会
は
、
前
期

・
後
期
の
委
員
会
所
属
の
変
更
と
な
る
定
例
会
で
、
本
会
議
初
日
に

新
た
な
委
員
会
所
属
が
決
定
し
ま
し
た
。



道政ニュース （２）

　

今
回
の
議
会
は
、
国
の
「
経

済
危
機
対
策
」
の
実
施
に
伴
う

補
正
予
算
に
呼
応
し
、
道
の
第

三
次
緊
急
総
合
対
策
を
迅
速
か

つ
的
確
に
実
施
す
る
た
め
、
国

の
予
算
措
置
等
が
明
ら
か
に

な
っ
た
も
の
及
び
、
道
内
の
社

会
・
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
て
、

緊
急
的
に
取
り
組
む
必
要
の
あ

る
も
の
、
予
算
措
置
が
出
来
ず

先
送
り
し
て
い
た
も
の
等
に
つ

い
て
、
総
額
一
千
九
十
二
億
円

の
補
正
予
算
案
が
提
示
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
内
、
経
済
対
策
分
が
一

千
八
十
八
億
円
で
、
そ
の
内
訳

に
つ
き
ま
し
て
は
、
４
ペ
ー
ジ

に
記
載
し
ま
し
た
が
、
今
後
も
、

国
の
動
向
に
よ
っ
て
は
、
新
た

な
補
正
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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▲
収
支
改
善
と
医
療
機
能
維
持

に
つ
い
て
は
、
調
理
業
務
や
ボ

イ
ラ
ー
業
務
の
民
間
委
託
化
、

医
療
材
料
の
価
格
調
査
の
徹
底

に
よ
る
廉
価
購
入
、
本
庁
一
括

契
約
の
他
、
患
者
数
に
見
合
っ

た
病
棟
体
制
の
見
直
し
や
効
率

的
な
看
護
師
の
配
置
、
常
勤
医

の
不
在
に
よ
っ
て
休
診
し
て
い

る
診
療
科
の
回
復
を
図
る
な
ど

努
力
を
重
ね
て
い
る
。

▲
経
営
中
心
主
義
に
よ
る
マ
イ

ナ
ス
効
果
へ
の
懸
念
に
つ
い
て

は
、
年
間
四
十
か
ら
五
十
人
ほ

ど
あ
る
医
療
職
の
離
職
等
へ
の

対
応
と
し
て
、
個
々
の
職
種
ご

と
の
業
務
量
を
勘
案
し
て
適
正

配
置
に
努
め
る
こ
と
や
、
医
師

の
補
充
に
力
を
入
れ
る
こ
と
で

職
員
の
健
康
管
理
に
も
十
分
留

意
を
し
、
医
療
安
全
が
損
な
わ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
良
質
な

医
療
を
提
供
す
る
よ
う
努
力
す

る
。

▲
経
営
移
譲
（
道
立
か
ら
指
定

管
理
者
へ
）
の
問
題
点
に
つ
い

て
は
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導

入
な
ど
を
基
本
と
し
た
経
営
形

態
の
見
直
し
を
検
討
し
て
い
る

が
、
移
譲
先
と
し
て
、
第
一
義

的
に
考
え
て
い
る
公
共
医
療
機

関
な
ど
に
お
い
て
も
医
師
確
保

が
困
難
な
面
も
あ
り
、
医
療
を

取
り
巻
く
環
境
の
変
化
や
地
域

の
動
向
等
を
勘
案
し
、
柔
軟
に

対
応
し
た
い
。

▲
不
採
算
部
門
に
つ
い
て
は
、

公
共
的
使
命
か
ら
、
民
間
医
療

機
関
が
進
出
し
が
た
い
、
へ
き

地
に
お
け
る
広
域
医
療
や
精
神

医
療
、
小
児
医
療
の
確
保
な
ど

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
き
て
い
る
。
今
後
も
引
き

続
き
、
地
域
に
と
っ
て
必
要
な

医
療
を
安
定
的
・
効
率
的
に
提

供
し
た
い
。
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▲
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、

広
域
化
で
職
員
が
減
ら
さ
れ
、

消
防
署
・
出
張
所
が
統
廃
合
さ

れ
る
。
地
理
が
不
案
内
で
救
急

や
火
事
へ
の
対
処
に
時
間
が
か

か
る
。
遠
隔
地
に
あ
る
本
部
か

ら
の
指
令
が
現
地
の
事
情
に
そ

ぐ
わ
な
い
。
現
場
に
不
案
内
な

ま
ま
指
揮
を
執
る
可
能
性
が
高

い
。
片
道
百
�
以
上
の
通
勤
も

必
要
と
な
る
。
許
認
可
事
務
も

必
要
以
上
に
時
間
が
か
か
る
な

ど
の
意
見
も
あ
る
。

　

ま
た
、
一
部
事
務
組
合
消
防

は
、
そ
の
任
用
や
給
与
、
勤
務

条
件
、
人
事
管
理
面
に
お
い
て

自
賄
い
方
式
を
行
っ
て
お
り
、

組
合
全
体
と
し
て
一
元
化
が
図
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